
農作物共済における飼料用米等取扱要綱について

平成２１年６月１９日

２１経営第１３２０号

農林水産省経営局長通知

知 事 宛

改正 平成２１年８月５日２１経営第２４１３号、２２年６月１日２２経営第１１２４号、２３年

９月１日２３経営第１６６３号、２３年１２月２６日２３経営第２３１３号

米穀の生産調整実施要領（平成２０年１月３１日付け１９総食第９４９号農林水産省総合食料局長

通知）第３の２の新規需要米のうち、同要領別紙４の第３の１に掲げる飼料用のもの及び同要領別紙

４の第３の２に掲げる米粉用のものを農作物共済の水稲として円滑に取り扱うため、農作物共済にお

ける飼料用米等取扱要綱を別添１のとおり定め、平成２１年産の水稲から適用することとしたので、

御了知の上、貴管内農業共済組合等への周知及び指導をよろしくお願いする。

また、この要綱の施行に伴い、農作物共済における飼料用米取扱要綱（昭和６２年６月１２日付け

６２農経Ｂ第１４５０号農林水産省経済局長通知）は廃止する。

なお、平成２０年産以前の水稲については、なお従前の例によるものとする。

おって、このことについて、貴県（道府）農業共済組合連合会会長理事あて別添２のとおり通知し

たので、申し添える。

農作物共済における飼料用米等取扱要綱

第１ 通 則

１ 目 的

この要綱は、米穀の新用途への利用の促進に関する法律（平成２１年法律第２５号）第２条第２

項の新用途米穀並びに米穀の需給調整実施要領（平成２０年１月３１日付け１９総食第９４９号農

林水産省総合食料局長通知）第３の２の新規需要米のうち、同要領別紙４の第３の１に掲げる飼料

用のもの（以下「飼料用米」という。）及び同要領別紙４の第３の２に掲げる米粉用のもの（以下

「米粉用米」という。）を農作物共済の水稲として円滑に取り扱うことを目的として、その具体的

な取扱方法を定めるものとする。
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２ 引受要綱、損害評価要綱等との関係

飼料用米及び米粉用米の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、農作物共済引受要綱

（昭和４７年１月３１日付け４７農経Ｂ第２０９号農林省農林経済局長通知。以下「引受要綱」と

いう。）、農作物共済損害評価要綱（昭和４７年３月２３日付け４７農経Ｂ第４６６号農林省農林

経済局長通知。以下「損害評価要綱」という。）、農作物共済損害評価組合等実測調査要領（昭和

５３年８月７日付け５３農経Ｂ第２３４２号農林水産省経済局長通知。以下「組合等実測調査要

領」という。）、農作物共済損害評価連合会実測調査要領（昭和４７年３月２３日付け４７農経Ｂ

第４６７号農林省農林経済局長通知。以下「連合会実測調査要領」という。）その他の農作物共済

（水稲）の業務取扱いに関する通知の定めるところによる。

第２ 引 受 け

１ 単位当たり共済金額

組合等（農業災害補償法（昭和２２年法律第１８５号。以下「法」という。）第１２条第３項の

組合等をいう。以下同じ。）が共済規程等（法第８６条第１項の共済規程等をいう。以下同じ。）

で定める単位当たり共済金額は、飼料の用に供するもの又は米粉の用に供するものとして農林水産

大臣が定めたものから選択するものとする。

この場合において、組合等は、当該組合等の区域（法第１０７条第１項の組合等の区域をい

う。）内における生産製造連携事業計画に係る認定申請書（米穀の新用途への利用の促進に関する

法律施行規則（平成２１年農林水産省令第４１号）別記様式第１号）、新規需要米取組計画書（米

穀の需給調整実施要領別紙４の第５の１の新規需要米取組計画書のうち飼料用米及び米粉用米に係

るものをいう。以下同じ。）等の内容から、当該組合等の区域内の飼料用米及び米粉用米に係る農

家手取価格（出荷価格から運搬料、検査料等の流通関係経費を控除した価格をいう。）を推計し、

その推計値からみて適正な価額を選択するものとする。

２ 組合等が定める耕地ごとの基準単収

組合等が定める耕地ごとの基準単収（引受要綱第２章第１節第１の基準単収をいう。以下同

じ。）は、引受要綱第２章第１節第１に基づき定めるが、飼料用米の耕作を行う耕地については、

水稲の穀実（玄米）の全量 （飼料用米として流通することとなる粗玄米）を基礎とし、かつ、当

該耕地の耕種条件、肥培管理、過去の被害実績等（これらの事項を確認することができる資料（栽

培計画等）の組合員等からの提出等の方法により確認する。）を参酌して定めるものとする。

なお、引受要綱第２章第１節第１の１の（４）の規定について、飼料用米及び米粉用米は対象と

しないものとする。

３ 組合等の引受け
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（１）共済細目書

組合等は、当該組合等の組合員等（法第１２条第１項の組合員等をいう。以下同じ。）で飼料

用米及び米粉用米の耕作を行うものがある場合は、当該組合員等が組合等に共済細目書異動申告

票（引受要綱様式第１号その１）を提出する際に、当該耕作を行う耕地の品種欄に、品種名と併

せて、飼料用米にあっては「○」と、米粉用米にあっては「○」と記載するなどして、当該耕作飼 粉

を行う耕地を明確にさせるものとする。

単位当たり共済金額の個人選択を導入する組合等にあっては、共済細目書異動申告票の「選択

共済金額」欄及び共済細目書の「個人選択共済金額」欄について、飼料用米及び米粉用米の欄を

設けるなどして金額を記載することができるようにすることとする。

（２）共済細目書の検討

ア 組合等は、飼料用米及び米粉用米を耕作する組合員等から共済細目書の提出を受けたとき

地域農業再生協議会（需給調整実施要領第１のは、引受要綱第４章第４の２によるほか、

。以下同じ。）等と連絡を密にし、生産製造連携事業計画４の地域農業再生協議会をいう

（米穀の新用途への利用の促進に関する法律第４条第１項の生産製造連携事業計画をいう。以

下同じ。）の内容及び認定（米穀の新用途への利用の促進に関する法律第４条第１項及び第５

条第１項の認定をいう。以下同じ。）又は新規需要米取組計画書の内容及び認定（米穀の需給

調整実施要領別紙４の第５の６の認定をいう。以下同じ。）の状況を確認し、耕地、作付面

積、品種等の誤記、記入漏れ、変更等の有無を検討する。

なお、飼料用米及び米粉用米を主食用米（飼料用米及び米粉用米以外の水稲をいう。以下

同じ。）と同一耕地に同一品種で作付けしている耕地については、飼料用米、米粉用米及び

主食用米ごとに分割することとし、当該分割した耕地ごとの面積は、次の（ア）又は（イ）

の面積とする。

（ア）組合員等が、分割前の耕地内のそれぞれの作付箇所を杭などの目印で分割することがで

きる耕地

杭などの目印で分割した耕地ごとの面積。

（イ）（ア）以外の耕地

分割前の耕地の面積に、当該組合員等が栽培する飼料用米、米粉用米及び主食用米のそ

れぞれの面積から、（ア）の耕地及び耕地ごとに飼料用米、米粉用米又は主食用米を作付

けしている耕地（以下「分割等耕地」という。）の面積（分割等耕地がない場合には０

（零））をそれぞれ差し引いた飼料用米、米粉用米及び主食用米ごとの面積の、当該面積

を合計した面積に対する割合を乗じた面積。
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イ 組合等は、飼料用米、米粉用米又は主食用米のいずれかが次の（ア）又は（イ）に該当する

場合には、その引受方式（引受要綱第１章第３節の一筆方式、半相殺方式、全相殺方式及び品

質方式をいう。以下同じ。）について、組合員等から既に申出のあった引受方式とは別の引受

方式での申出も行わせることとする。

（ア）引受要綱第４章第１節第４の２の（１）のキの検討の結果、農業災害補償法施行規則（昭

和２２年農林省令第９５号）第４７条の９に規定されている者以外の者となり、組合員等が

申し出た引受方式で引き受けることができない場合。

（イ）組合員等が申し出た引受方式とは別の引受方式で引き受けることが、組合等の事務の効率

化の観点から最も効果的である場合であって、かつ、当該別の引受方式で引き受けることに

ついて当該組合員等の了承が得られている場合。

（３）組合員等ごとの引受けの再確定

組合等は、引受要綱第４章第１節第４の３の組合員等ごとの引受けの確定後において、生産製

造連携事業計画の認定又は新規需要米取組計画書の認定に伴い組合員等の耕地に飼料用米及び米

粉用米の耕作を行うこととなったものが新たに発生した場合には、当該組合員等に対してその旨

を報告させるものとする。当該報告を受けた場合には、共済細目書について（２）と同様の検討

を行い、引受要綱第４章第１節第４の４の組合員等ごとの引受けの再確定（以下「再確定」とい

う。）の必要がある場合には、再確定をするものとする。また、地域農業再生協議会等と連絡を

密にし、当該報告のない場合についても、（２）と同様の検討を行い、再確定の必要がある場合

には、再確定をするものとする。

ただし、生産製造連携事業計画の認定及び新規需要米取組計画書の認定が、収穫する前に行わ

れなかった場合には、再確定の対象としないものとする。

（４）引受通知書

飼料用米及び米粉用米の引受けを行う組合等は、引受通知書（引受要綱第４章第１節第５の引

受通知書をいう。以下同じ。）を作成するに当たり、引受戸数の合計欄にかっこ書で実引受戸数

を記載するものとする。また、別紙様式「飼料用米等引受状況表」に準じて作成した表を引受通

知書に添付するものとする。

４ 連合会の引受け

農業共済組合連合会（以下「連合会」という。）は、再保険引受通知書（引受要綱第４章第２節

第３の再保険引受通知書をいう。以下同じ。）を作成するに当たり、連合会の会員である組合等で

飼料用米及び米粉用米の引受けを行うものがある場合は、引受戸数の合計欄に、かっこ書で実引受

戸数を記載するものとする。また、別紙様式「飼料用米等引受状況表」を再保険引受通知書に添付

するものとする。
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第３ 損害評価

１ 損害評価通則

（１）評価の単位

飼料用米及び米粉用米を引き受けている組合等にあっては、水稲の損害評価（損害評価高の決

定を含む。）を主食用米、飼料用米及び米粉用米に区分して行うものとする。

（２）収量の基準

飼料用米については、水稲の穀実（玄米）の全量（飼料用米として流通することとなる粗玄

米）を収穫量として損害評価を行うものとする。

（３）現地評価

飼料用米及び米粉用米の現地評価を悉皆調査、抜取調査及び連合会抜取調査で行う場合は、以

下のとおり行うものとする。

ただし、以下のイの場合において、主食用米、飼料用米及び米粉用米の被害状況に差がないと

きには、評価地区を主食用米、飼料用米及び米粉用米に区分せず、現地評価を行っても差し支え

ない。

なお、飼料用米及び米粉用米の損害評価に係る抜取調査筆数は、組合等にあっては１評価地区

当たり５筆以上、連合会にあっては１組合等当たり３筆以上とするが、上記ただし書の場合はこ

の限りでない。

ア 飼料用米及び米粉用米に係る作付品種又は耕地の肥培管理が主食用米のものと異なる場合

現地評価を主食用米、飼料用米及び米粉用米に区分して行う。

イ 飼料用米及び米粉用米に係る作付品種及び耕地の肥培管理が主食用米のものと同一の場合

以下の（ア）及び（イ）のとおり行う。

（ア）第２の３の（２）のアの分割等耕地

現地評価を主食用米、飼料用米及び米粉用米に区分して行う。

（イ）第２の３の（２）のアの杭などの目印で分割することができない耕地

当該耕地の現地評価を一括して行い、その結果を同一耕地に作付されている主食用米、飼

料用米及び米粉用米それぞれに適用する。

（４）損害評価高のとりまとめ

（３）に基づき現地評価を行った場合における平均単収差及び単当修正量については、主食用

米、飼料用米及び米粉用米を区分して算定し、それぞれに適用するものとする。ただし、（３）

のただし書により、主食用米、飼料用米及び米粉用米に評価地区を区分せず組合等及び連合会の

現地評価を行った場合には、平均単収差及び単当修正量を主食用米、飼料用米及び米粉用米ごと
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に区分せず算定し、それぞれに適用するものとする。

２ 事務取扱細則

（１）損害評価要綱関係

ア 組合等

（ア）組合員等の損害通知書（損害評価要綱様式第１号の５、同第１号の６の（1）、同第１号

の６の（2）、様式例第２１号、同例第２３号の１、同例第２３号の２、同例第２４号、同

例第５０号の１、同例第５０号の２及び同例第５０号の３）

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとする。ただし、１の

（３）のイのただし書の場合はこの限りでない。

なお、様式中損害評価野帳の部分及び被害表示の立札の部分のそれぞれごとに、欄外の余

白に、飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るものについては「○」と表飼 粉

示するなどして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしておくものとする。

（イ）農単申告抜取調査野帳（損害評価要綱様式第１号の７）、組合員等別計算表（損害評価要

綱様式第２２号、同第２６号及び同第２６号の２）、損害評価野帳（損害評価要綱様式例第

２５号）、平均単収差計算表（損害評価要綱様式第２７号及び同第２７号の２）、分割減収

量計算表（損害評価要綱様式例第５１号）、組合等別出荷数量等調査及び実測調査結果取り

まとめ表（損害評価要綱様式例第５２号）並びに損害評価取りまとめ表（損害評価要綱様式

第５３号）

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとする。ただし、１の

（３）のイのただし書の場合はこの限りでない。

なお、様式中欄外の余白に、飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るも飼

のについては「○」と表示するなどして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしてお粉

「玄米（上麦）重くものとする。また、飼料用米に係るものについては、様式例第２５号中、

については空欄とする。歩合」欄

（ウ）当初評価高報告書（損害評価要綱様式第２８号の１、同第２９号の１、同第３０号の１及

び同第５４号の１（特定組合（法第５３条の２第４項の特定組合をいう。以下同じ。）にあ

っては、同第２８号の２、同第２９号の２、同第３０号の２及び同第５４号の２））

飼料用米及び米粉用米の被害を含めて当初評価高報告書を提出する場合は、水稲として主

食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び米粉用米に係るものを合算して当初評価高報告

書を作成するものとする（単当共済減収量別一筆方式超過被害面積及び共済減収量欄は記入

不要）が、別添資料として主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに内訳書（当初評価高

報告書と同一様式とする。）を添付するものとする。
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この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼

いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉

確にしておくものとする。

なお、内訳書については、農作物通常責任共済金額及び支払保険金見込額の欄は記入する

必要はない。

（エ）評価地区別単当修正量報告書（損害評価要綱様式第３１号の１又は同第３１号の２及び同

第３１号の３）並びに病虫害による共済減収量報告書（損害評価要綱様式第３２号から同第

３４号まで）

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとする。ただし、１の

（３）のイのただし書の場合はこの限りでない。

なお、様式中欄外の余白に、飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るも飼

のについては「○」と表示するなどして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしてお粉

くものとする。

（オ）組合等の損害通知書（損害評価要綱様式第３号の５の（１）から同第３号の５の（４）

（特定組合にあっては、第３号の５の（５）から第３号の５の（８））まで）

損害通知書は水稲として主食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び米粉用米に係るも

のを合算して作成するものとするが、主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに内訳書

（損害通知書と同一様式とする。）を添付するものとする。

この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼

いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉

確にしておくものとする。

なお、内訳書については、支払保険金見込額及び農作物異常部分保険金の欄は記入する必

要はない。

（カ）仮損害評価書（損害評価要綱様式第８号の２の（１）から同第８号の２の（３）まで）

仮損害評価書は、水稲として主食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び米粉用米に係

るものを合算して作成するものとするが、主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに内訳

書（仮損害評価書と同一様式とする。）を添付するものとする。

この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼

いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉
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確にしておくものとする。

なお、仮損害評価書の戸数欄に、かっこ書で実戸数を記載するものとし、内訳書について

は、支払保険金及び通常責任共済金額の欄は記入する必要はない。

イ 連合会

（ア）連合会当初評価高報告書（損害評価要綱様式第４１号の１）

飼料用米及び米粉用米の被害につき連合会当初評価高報告書を提出する場合は、水稲とし

て主食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び米粉用米に係るものを合算して連合会当初

評価高報告書を作成するものとするが、別添資料として、主食用米、飼料用米及び米粉用米

の別ごとに内訳書（連合会当初評価高報告書と同一様式とする。）を添付するものとする。

この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼

いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉

確にしておくものとする。

なお、内訳書については、支払保険金見込額及び支払再保険金見込額の欄は記入する必要

はない。

（イ）組合等別連合会当初評価高報告書（損害評価要綱様式第４２号から同第４４号まで）

組合等別連合会当初評価高報告書は、水稲として主食用米に係るもの、飼料用米に係るも

の及び米粉用米に係るものを合算して作成するものとするが、主食用米、飼料用米及び米粉

用米の別ごとに内訳書（組合等別連合会当初評価高報告書と同一様式とする。）を添付する

ものとする。

この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼

いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉

確にしておくものとする。

なお、内訳書については、通常責任共済金額、支払保険金見込額、農作物異常部分保険金

及び通常責任共済金額に対応する共済減収量の欄は記入する必要はない。

（ウ）損害通知書（損害評価要綱様式第５号の３の（１）から同第５号の３の（４）まで）

損害通知書は、水稲として主食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び米粉用米に係る

ものを合算して作成するものとするが、主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに内訳書

（損害通知書と同一様式とする。）を添付するものとする。

この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼
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いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉

確にしておくものとする。

なお、内訳書については、支払保険金及び支払再保険金の見込額の欄は記入する必要はな

い。

（エ）共済減収量の追加認定申請書（損害評価要綱様式第４５号）

共済減収量の追加認定申請書は水稲として主食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び

米粉用米に係るものを合算して作成するものとするが、主食用米、飼料用米及び米粉用米の

別ごとに内訳書（共済減収量の追加認定申請についてと同一様式とする。）を添付するもの

とする。

この場合において、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものについては

「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るものにつ主 飼

いては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るものを明粉

確にしておくものとする。

なお、内訳書については、通常責任共済金額の欄は記入する必要はない。

（オ）損害評価書（損害評価要綱様式第４７号及び同第５６号）及び仮損害評価書（損害評価要

綱様式第１０号の３の（１）から同第１０号の３の（３）まで）

損害評価書又は仮損害評価書は水稲として主食用米に係るもの、飼料用米に係るもの及び

米粉用米に係るものを合算して作成するものとするが、主食用米、飼料用米及び米粉用米の

別ごとに内訳書（損害評価書又は仮損害評価書と同一様式とする。）を添付するものとす

る。

この場合において、損害評価書又は仮損害評価書については、戸数欄にかっこ書で実戸数

を記載するものとする。また、内訳書の様式中上部欄外の余白に、主食用米に係るものにつ

いては「○内訳書」と、飼料用米に係るものについては「○内訳書」と、米粉用米に係るも主 飼

のについては「○内訳書」と表示するなどして、主食用米、飼料用米及び米粉用米に係るも粉

のを明確にしておくものとする。

なお、様式第４７号の内訳書については、支払保険金、通常責任共済金額、連合会異常責

任保有保険金額、連合会手持保険料、農作物通常部分保険金及び連合会異常責任支払保険金

の欄は記入する必要はない。

（２）組合等実測調査要領関係

ア 水稲の飼料用米についての手刈り実測又はコンバイン実測の場合の実測単収は、実測した筆

について未調製乾燥もみを調製して得た粗玄米重に単当換算係数を乗じたものとする。

イ 実測調査野帳（組合等実測調査要領様式１号及び同３号並びに品位判定調査野帳（組合等実
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測調査要領様式４号））

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとし、様式中欄外の余白に、

飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るものについては「○」と表示するな飼 粉

どして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしておくものとする。また、飼料用米につ

いては、様式１号中、「実測単収 ⑭＝⑩×⑬」欄を「実測単収 ⑭＝⑩」とし、⑪欄から⑬

欄まで及び⑮欄については空欄とするとともに、様式３号については、「実測単収 ⑲＝⑪×

⑮×⑱」欄を「実測単収 ⑲＝⑪×⑮」と、⑯欄から⑱欄までは空欄とする。さらに、飼料用

米について、出荷に当たり農産物検査法（昭和26年法律第144号）に基づく農産物検査を受検

しない場合は、様式４号を作成する必要はない。

（３）連合会実測調査要領関係

ア 水稲の飼料用米についての手刈り実測又はコンバイン実測の場合の実測単収は、実測した筆

について未調製乾燥もみを調製して得た粗玄米重に単当換算係数を乗じたものとする。

イ 連合会平均単収差計算表（連合会実測調査要領様式第６１号、同第６２号及び同第６２号の

２）及び病虫害による減収量の連合会修正率計算表（連合会実測調査要領様式第１号の２の

（２））

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとする。ただし、１の（３）

のイのただし書の場合はこの限りではない。

なお、様式中欄外の余白に、飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るもの飼

については「○」と表示するなどして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしておくも粉

のとする。

ウ 水稲・陸稲実測調査野帳（連合会実測調査要領様式第２号の１）

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとし、様式中欄外の余白に、

飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るものについては「○」と表示するな飼 粉

どして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしておくものとする。また、飼料用米につ

いては、様式中「実測単収 ⑨＝⑤×⑧」欄を「実測単収 ⑨＝⑤」とし、⑥欄から⑧欄まで

及び⑩欄については空欄とする。

エ 水稲実測調査野帳（連合会実測調査要領様式第２号の２、同第２号の５及び同２号の６）及

び連合会品位判定調査野帳（連合会実測調査要領様式第２号の７）

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめるものとし、様式中欄外の余白に、

飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るものについては「○」と表示するな飼 粉

どして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしておくものとする。また、飼料用米につ

いては、様式第２号の２中、「実測単収 ⑨＝⑤×⑧」欄を「実測単収 ⑨＝⑤」と、⑥欄か
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ら⑧欄まで及び⑩欄については空欄とし、様式第２号の５及び同第２号の６については、それ

ぞれの様式中、「実測単収 ⑲＝⑪×⑮×⑱」欄を「実測単収 ⑲＝⑪×⑮」と、⑯欄から⑱

欄までは空欄とする。さらに、飼料用米について、出荷に当たり農産物検査法に基づく農産物

検査を受検しない場合は、様式第２号の７を作成する必要はない。

オ 水稲・麦仕上げ歩留調査表（連合会実測調査要領様式例第２号の４）

水稲・麦仕上げ歩留調査表は、飼料用米については、作成する必要はない。

力 実測成績検討経過表（連合会実測調査要領様式第６３号から同第６５号の２まで）、見回り

調査結果を共済減収率として使用した場合の実測成績検討経過表の添付書（連合会実測調査要

領様式第６３号の添付書から同第６５号の添付書まで）、病虫害による共済減収量（連合会実

測調査要領様式第６６号から同第６８号まで）、連合会当初評価高及び単当修正量別被害面積

等報告書（連合会実測調査要領様式第６９号）、連合会当初評価高及び単当修正量別引受面積

・共済減収量等報告書（連合会実測調査要領様式第７０号）並びに一筆全損被害を有する組合

員等の共済減収量等の修正経過表（連合会実測調査要領様式第７１号及び同第７２号）

主食用米、飼料用米及び米粉用米の別ごとに取りまとめることとする。ただし、１の（３）

のイのただし書の場合はこの限りではない。

なお、様式中欄外の余白に、飼料用米に係るものについては「○」と、米粉用米に係るもの飼

については「○」と表示するなどして、飼料用米及び米粉用米に係るものを明確にしておくも粉

のとする。

第４ 関係機関との連携

組合等又は連合会は、この通知に定めのある資料を入手する等により、飼料用米及び米粉用米の

生産状況等を的確に把握するとともに、農作物共済の適正な事業運営に資するため、地方農政局の

地域センター、地方農政局統計部、北海道農政事務所の地域センター、北海道農政事務所統計部、

沖縄総合事務局農林水産センター、沖縄総合事務局農林水産部、都道府県、市町村、試験研究機

関、農業改良普及組織等関係機関との連携に努めるものとする。
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[別紙様式]

飼料用米等引受状況表

○○県（都道府）農業共済組合連合会

（特定組合）

【○○年産：飼料用米・米粉用米】

共済事故等 基準収穫量又は 引受収穫量又は

組合等名 による種別 引受戸数 引受面積 基準生産金額 特定農作物共済 共済金額 共済掛金

（戸) (㎏)(円) 限度額(㎏)(円) (円) (円)

（ａ）

一筆方式

半相殺方式

全相殺方式

小計

品質方式

合計

一筆方式

半相殺方式

全相殺方式

小計

品質方式

合計

一筆方式

合計

一筆方式

半相殺方式

合 計 全相殺方式

小計

品質方式

合計

（注意）

１ 本様式は、飼料用米及び米粉用米ごとに作成するものとする。

２ 不要な事項は二重線で削ること。

３ 「引受面積」欄は、再保険引受通知書においては、１アール未満の端数がある場合には、四捨五入

の方法により端数を整理して記入することとしているが、本様式ではそのまま記入（小数点第１位で

記入）すること。
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